
議案第 79号

嘱託職員の報酬等の見直 しに伴 う関係条例の整理に関する条例制定の件

嘱託職員の報酬の見直 しに伴 う関係条例の整理に関す る条例を次のとお り制定 し

ようとするものであ ります。

平成 31年 3月 4日 提出

芽室町長 手 島  旭

嘱託職員の報酬等の見直 しに伴 う関係条例の整理に関する条例

(芽室町役場上美生出張所嘱託職員設置条例の一部改正 )

第 l条 芽室町役場上美生出張所 R届託職員設置条例 (平成16年条例第13号)の一部を

次のように改正する。

第 5条第 2項中 「168,600円 」を 「170,100円 」に改める。

(芽室町ふるさと交流センター設置及び管理条例の一部改正 )

第 2条 芽室町ふるさと交流センタエ設置及び管理条例 (平成10年条例第20号)の二

部を次のように改正する。

第 6条第 2項中 「218,100円 」を 「219,100円」に改める。

(芽室町防災事務嘱託職員設置条例の二
部改正 )

第 3条 芽室町防災事務嘱託職員設置条例 (平成26年条例第22号)の一部を次のよう

に改正する。

第 5条第 2項中 「218,100円 」を 「219,100円」に改める。

(芽室町スクールライフア ドバイザー設置条例の一部改正 )

第 4条 芽室町スクールライフア ドバイザー設置条例 (平成22年条例第13号)の一部

を次のように改正する。

第 8条第 1項中 「185,800円 」を 「187,200円 」に改める。

(芽室町教育活動指導助手設置条例の一部改正 )

第 5条 芽室町教育活動指導助手設置条例 (平成12年条例第47号)の一部を次のよう

に改正する。

第 8条第 1項中 「208,800円 」を 「209,800円」に改める。

(芽室町生涯学習推進ア ドバイザー設置条例の一部改正 )

第 6条 芽室町生涯学習推進ア ドバイザー設置条例 (昭和47年条例第42号)の一部を

次のように改正する。

第 8条第 1項中 「185,800円 」を 「187,200円 」に改める。

(芽室町ふるさと歴史館設置及び管理条例の一部改正 )
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第 7条 芽室町ふるさと歴史館設置及び管理条例 (平成11年条例第47号)の一部を次

のように改正する。

第 7条第 2項中「185,800円 」を「187,200円」に改める。

附 則

この条例は、平成 31年 4月 1日 から施行する。

説 明

嘱託職員の報酬の基準としている芽室町の行政職給料表の改定が行われたことか

ら、これに準じ、嘱託職員の報酬を改定するため、関係条例を整理しようとするもの

であります。
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現 行

(報酬)

第 5条 一略―

2 前項の報酬の額は、月額168,600円 とし、毎月末 日に支給す

る。

3 -略一

己女正本安

(幸浸酎l'

第5条 ―略―

2 前項の報酌llの額は、月額170,100円 とし、毎月末日に支給す

る。

3 -略一

Ｉ
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―
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芽室町ふるさと交流センター設置及び管理条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 2条関係)

Ｉ
Ｓ
Ｉ

現 行

(幸浸酉井,

第 6条 一μ各―

2 前項の報酉卜llの額は、月額218,100円 とし、毎月末 日に支給す

る。

3 -P,各―          r

改正案

停R西|ゆ

第 6条 ―略―

2 前項の報酬の額は、月額219,100円 とし、毎月末 日に支給す

る。

3 -略一



芽室町防災事務嘱託職員設置条例の下部を改正する条例新旧対照表 (第 3条関係)

―
司
Ｉ

現 行

l幸侵酌lll

第 5条 ―略一

2 前項の報酬の額は、月額218,100円 とし、毎月末 日に支給す

る。

3 -μ各―                    ‐

改正案

l報酬)

第5条 一略一

2 前項の報酬の額は、月額219,100円 とし、毎月末日に支給す

る。

3 -略―



芽室町スクールライフア ドバイザー設置条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 4条関係)

―
∞
―

現 行

l幸閣‖の倒

第 8条 報酬の額は、月蜘 とする。

2 -略一

己女正木安

l幸艮酬の欄

第 8条 報酬の額は、月蜘 とする。

2 -略一



芽室町教育活動指導助手設置条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 5条関係)

１
０
Ｉ

現 行

l幸剛‖の欄

第8条 指導助手の報酬の額は、月額208,800円 とする。

2 -ギ略干一

己女正木安

l幸艮酬の欄

第 8条 指導助手の報酬の額は、月額209,800円 とする。

2   'I争



芽室町生涯学習推進アドバイザー設置条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 6条関係)

Ｉ
Ｐ
Ｏ
Ｉ

現 行

(報酬の欄

第 8条 報酬の額は、月蜘 とする。

2 -μ各―

改正案

lttRttlllの 例

第8条  報酬の額は、月額187,200円 とする。

2 -略 ―



芽室町ふるさと歴史館設置及び管理条例の一部を改正する条例新旧対照表 (第 7条関係)

Ｉ
Ｐ
Ｐ
ｉ

現 行

印闘餅p鼻員の幸長西ll'

第 7条 ―略一

2 前項の報酉lllの額は、月額185,800円 とし、毎月末 日に支給す

る。

3 -略一     ｀

改正案

靱闘蛾辞霊員の幸Rttllll

第 7条 一略―

2 前項の報酬の額は、月額187,200円 とし、毎月末 日に支給す

る。

3 -略一



嘱託職員の報酬等の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例新旧対照表 (附則関係)

現 行改正案

附 則

この条伊l」1ま、平成31年 4月 1日から施行する∩

Ｉ
Ｐ
Ｎ
Ｉ



参考資料 2

嘱託職員報酬改正新旧対照表

名 称 報酬月額 (31年度) 報酬月額 (30年度 ) 改正差額 行政職給料表

上美生出張所嘱託職員 170,100 168,600 1 500 1級-41号俸

スクー)レライフアドバイザー 187,200 185,800 1 400 1級-49号俸

生涯学習推進アドバイザー 187,200 185,800 1 400 1級-49号俸

ら、るさと歴史館体験指導員 187,200 185,800 1,400 1級-49号俸

教育活動指導助手 209,800 208,800 1,000 1級-65号俸

ふるさと交流センター長 219,100 218,100 1,000 1級-73号俸

防災事務口属託職員 219,100 218,100 1,000 1級-73号俸
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